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図5．「居宅療養管理指導」及び「訪問薬剤管理指導」の業務の流れ図3　「居宅療養管理指導」及び「訪問薬剤管理指導」の業務の流れ

－サービス開始から保険請求まで－

保険薬局＝指定居宅療養管理指導サービス事業者（みなし指定）

注１）サービス事業者としての指定を不要とする保険薬局は、都道府県

知事に対し「別段の申し出」を行う。

注２）「訪問薬剤管理指導」の実施に当たっては、別途、地方厚生（支）

局長への届出が必要。

①処方せん応需（医師の指示）

②薬剤の調製等

③患者宅訪問
共通部分

＊初回訪問時

④薬剤管理指導等

⑤介護保険対象者か否かの確認
（介護被保険者証の確認等）

＊介護保険対象者の場合
（要支援１～2及び要介護１～５とし
て認定されている患者）

介護保険としての契約が必要です

＊介護保険非対象者の場合
（左記以外の患者）

⑧「居宅療養管理指導料」又は「介
護予防居宅療養管理指導料」

　介護報酬として「国保連合会」
に請求

⑧調剤技術料、薬剤費等

調剤報酬として「国保連合会」
または「支払基金」に請求

⑧調剤技術料、薬剤費及び「訪
問薬剤管理指導料」

一括して調剤報酬で請求

⑥利用者より一部負担徴収、領収書発行
　・在宅の場合 500単位／回
　・居住系施設の場合 350単位／回
　  いずれも月4回まで
　・麻薬の場合　100単位／回を加算

　⑥患者より一部負担徴収、領収書発行
　　・在宅の場合 500点／回
　　・同一建物居住者の場合 350点／回
　　  いずれも月4回まで
　　・麻薬の場合　100点／回を加算

⑦薬歴等への必要な記録、医師への報告（文書） ⑦薬歴等への必要な記録、医師への報告（文書）

「居宅療養管理指導」・「介護予防居宅
療養管理指導」として介護保険対象

「訪問薬剤管理指導」として
医療保険、老人保健対象

保険請求
 （各月毎）

保険請求
 （各月毎）

＊介護報酬と調剤報酬を分けて請求

注）調剤報酬明細書の摘要
　　欄に「　」と記載介

※がん末期患者及び中心静脈
栄養を受けている者について
は、週２回かつ月８回を限度

※がん末期患者及び中心静脈
栄養を受けている者について
は、週２回かつ月８回を限度
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　p.32 図５.「居宅療養管理指導」及び「訪問薬剤管理指導」業務の流れ　中の⑥（左側・
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